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北九州市告示第３３７号 

北九州市自動車駐車場条例施行規則（平成５年北九州市規則第２９号）第２

条第４項の規定により北九州市営勝山公園地下駐車場及び北九州市営室町駐車

場の入出場時間を変更するので、同条第５項の規定により次のとおり告示する

。 

  平成３０年７月１８日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 北九州市営勝山公園地下駐車場 

  入出場時間を変更する日    変更後の入出場時間 

平成３０年７月２１日、同月２２

日、同年８月４日及び同月５日 

午前７時３０分から午後１１時まで 

平成３０年９月２２日及び同月２

３日 

午前６時３０分から午後１０時まで 

平成３０年１２月３１日 午前７時３０分から午後１２時まで 

平成３１年１月１日 午前０時から午後１０時まで 

２ 北九州市営室町駐車場 

  入出場時間を変更する日    変更後の入出場時間 

平成３０年７月２１日、同月２２

日、同年８月４日及び同月５日 

午前７時３０分から午後１１時まで 
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